
様式第１号（第３条関係）             

  令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

             申請者 団体名称                          

                 住所又は所在地                     

                 代表者                          

教 育 関 係 団 体 認 定（更 新）申 請 書 

次のとおり教育関係団体の認定を受けたいので、浜松市市民音楽ホール条例施行規則第５条の規

定により申請します。 

団  体  

フリガナ

名 称 

住所又は

所 在 地

〒 

  代 表 者 

フリガナ

氏 名 

住    所
〒 

Ｔ Ｅ Ｌ

  連 絡 先 

  責 任 者 

フリガナ

氏 名 

住    所
 〒 

Ｔ Ｅ Ｌ

E-mail  

  会 員 数      人  （ うち市内在住・在勤・在学     人 ） 

団体の目的  

 活 動 内 容 

 年間利用計画 
ホール  利用予定回数：   回／年 ・ 利用予定月：  月 

多目的室  利用予定回数：   回／年 ・ 利用予定月：  月 

※添付書類  

１.会則又は規約  

２.会員名簿 ※氏名、住所、勤務先又は在学先が記載されていること） 

３.活動内容が確認できるもの(事業計画書等) 



様式第２号（第３条関係） 

  令和  年  月  日 

（団体名）   様 

浜松市長  

教 育 関 係 団 体 認 定（更 新）結 果 通 知 書 

令和 年 月 日付けにて提出のあった教育関係団体認定(更新)申請について、審査の結果、下記

のとおり通知いたします。 

認定（更新）結果 可  ・  否 

団 体 名  

住所又は 

所 在 地 

〒 

代 表 者  

認定（更新）期間 令和  年  月  日  ～  令和  年  月  日 

理 由 

（否の場合） 



様式第３号（第４条関係） 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

届出者 団体名称                          

                 住所又は所在地                     

                 代表者                          

教 育 関 係 団 体 認 定 申 請 事 項 変 更 届 

認定を受けた教育関係団体について、下記のとおり変更いたしますので届出します。 

変更年月日 令和  年   月   日 

変更事項 旧（ 変 更 前 ） 新（ 変 更 後 ） 

※添付書類  

１.団体の目的の変更 会則又は規約  

２.活動内容の変更  活動内容が確認できるもの(事業計画書等) 

 ３.会員数の変更   会員名簿 ※氏名、住所、勤務先又は在学先が記載されていること） 



様式第４号（第４条関係） 

                                令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

届出者 団体名称                        

                 住所又は所在地                    

                 代表者                        

教 育 関 係 団 体 認 定 取 消 届 

浜松市市民音楽ホールにおける教育関係団体の認定及び使用料の減免に関する要綱第４条第３項

の規定により次のとおり教育関係団体認定取消届を提出します。 

団 体 名  

住所又は 

所 在 地 

〒 

代 表 者  

取消理由



様式第５号（第６条関係） 

                               令和  年  月  日 

 （団体名）  様 

                                 浜松市長  

教 育 関 係 団 体 認 定 取 消 通 知 書 

浜松市市民音楽ホールにおける教育関係団体の認定及び使用料の減免に関する要綱第６条第１項

の規定により、教育関係団体の認定を取り消し、下記のとおり通知します。 

団 体 名  

住所又は 

所 在 地 

〒 

代 表 者  

認定取消 

年 月 日 
令和  年  月  日 

取消理由  

※この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

浜松市長に対して異議申立てをすることができます。処分の取消しの訴えは、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告（訴訟において市を代表する者は市長となり

ます。）として提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴え

は、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起する

ことができます。 


